
参考様式第５－１号

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してくださ
い。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

地域名
（地域内農業集落

名）

東地区

（厚別区：厚別西・厚別町下野幌・厚別町山本・厚別町小野幌、清田区：真栄・有
明・清田、南区：滝野、豊平区：西岡・羊ヶ丘）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和8年1月15日

（第5回）

札農支第532-3号

令和8年3月10日

札幌市長

市町村名
(市町村コード)

札幌市

（　　100　　）

道道真駒内御料線の沿線に農地が集中している清田区真栄や有明地区は、ホウレンソウの産地として市
場の評価も高いが、生産者の高齢化により生産の維持が難しくなってきている。
有明や南区滝野には認定農業者や認定新規就農者がいるが、これら以外の地域では農地面積が小さい上
に中心となる経営体もなく、農地の活用が難しくなってきている。

有明や滝野で栽培され「ポーラスター」として出荷されるホウレンソウの、品質や生産量の維持向上を
目指す。
新規就農者が取り組んでいるミニトマトやスイートコーン、その他野菜類について市場や消費者のニー
ズを取り入れた品種・品目の導入を進める。
市民の農業理解を促進するため、伝統野菜（大球キャベツ、ゴボウなど）の活用を検討する。

区域内の農用地等面積 164.0

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 164.0

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

別紙のとおり、地域計画の区域を変更する。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

４　その他意見・発言・確認事項等

○

○

○

○

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

農業経営及び農地利用に関する意向調査で得られた情報を活用しつつ、各農地の所在地や規模、周辺環
境など様々な条件を考慮しながら、JAや農業委員会との情報共有を通じて、認定農業者や認定新規就農
者を始め経営拡大意向のある経営体とのマッチングを図る。

（２）農地中間管理機構の活用方針

農地中間管理機構を通じた農地売買や貸借を促進し、意欲ある多様な担い手への農地利用集積を図る。

担い手のニーズに応じて、農地の基盤整備に取り組む。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

地域担い手育成センターを中心に関係団体が連携し、多様な担い手の受け入れを行う。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

別紙のとおり、農業を担う者の変更について確認。

関係者の少ない農地転用等については、協議を行わず関係機関で変更案を調整する簡易的な手続きを用
いることとする。

農産物の加工ができる施設を共同で設置・利用できないか。（滝野・有明）

鳥獣被害の防止について農業者同士で検討・共有する機会が少ない。（有明）

【選択した上記の取組方針】

①森林に隣接しており鳥獣害（シカ、キツネ、アライグマ）が発生する地区であることから、札幌市鳥
獣被害防止計画に基づく対策を進める。
⑨地区のブランドとしてホウレンソウ「ポーラスター」の維持を図る。また、その他野菜類の生産者か
ら価格面での不安の声があるため、付加価値化や利益率を高める加工品販売などの取組を進める。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他



①「農業を担う者」の位置付けについて、新たに1経営体の意向が確認できたもの

②計画区域内の農地にて耕作者の変更があり、1経営体が新たに耕作者となったもの

地域計画の変更に向けた協議資料（東地区、令和8年1月開催）

変更事由

地域計画
変更予定

内容

• 地域内の農業を担う者（目標地図に位置付ける者）に以下1経営体を追加

属性
※1

経営作目等 経営面積 目標地図
上の表示

備考
※2

1 利用者 施設野菜 3.6 ha C-21 地域内の農業を担う 者

※1 「認農」：認定農業者、「認就」：認定新規就農者、「利用者」：上記に該当しない農用地等を継続的に利用する者
※2　農業を担う者として位置付けられた者に不測の事態に備えて、代わりに利用する者を記載

• 地域内の農業を担う者（目標地図に位置付ける者）　合計値の変更

経営体数 経営面積

23 23.9 ha変更前
経営体数 経営面積

24 27.6 ha変更後

• 以下の経営体について経営地の異動があり、新たに地域内の農業担う者を追加

属性
※1

経営作目等 経営面積 目標地図
上の表示

備考
※2

2 利用者 露地野菜 0.6 ha C-6 地域内の農業を担う 者

2 利用者 露地野菜、 施設野菜 0.6 ha F-20 地域内の農業を担う 者



③非農地認定に伴う地域計画区域からの除外

地域計画の変更に向けた協議資料（東地区、令和８年１月開催）

変更事由

地域計画
変更予定

内容 • 区域内の農用地等面積の合計値変更

区域内の農用地等面積

165.3 ha
変更前 変更後

• 令和７年度利用状況調査等による非農地認定に伴い以下の農地を地域計画区域から除外

対象農地（ 字） 非農地認定件数 対象面積（ ㎡）

-1③ 滝野 3件 10,344

-2③ 有明 1件 1,474

-3③ 厚別山本 1件 984

区域内の農用地等面積

164.0 ha
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